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〈お知らせ〉 「au 4G LTE」広告の一部に対する措置命令に関する関係責任者の報酬の一部返上について






2013年5月21日










当社は、本日、消費者庁から、当社が実施した「au 4G LTE」の広告の一部について、不当景品類及び不当表示防止法第6条の規定に基づく措置命令を受けました。

お客さまならびに関係各位に大変ご迷惑をおかけすることになりましたことをお詫び申し上げます。

 
当社では、本件を厳粛に受け止め、お客さまに多大なるご迷惑をおかけしたお詫びと、このような事態を発生させた責任として、関係責任者の報酬の一部を返上します。


	代表取締役社長	田中 孝司	月例報酬の20%を3ヶ月間
	取締役執行役員専務	石川 雄三	月例報酬の10%を3ヶ月間
	取締役執行役員常務	奈良谷 弘	月例報酬の10%を3ヶ月間
	執行役員常務	福﨑 努	月例報酬の10%を3ヶ月間
	理事	菅 隆志	月例報酬の10%を3ヶ月間
	理事	菱岡 弘	月例報酬の10%を3ヶ月間











	※ ニュースリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。

商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
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